
平成 26年度第３回人事委員会定例会会議結果 

１ 開催日時   平成26年５月８日（木）午前10時 

２ 開催場所   委員室 

３ 出 席 者   委員長   熊谷 隆司 

 委 員   伊藤 方子 

 委 員   飛澤 重嘉 

事務局長  佐藤 新 

総括課長  花山 智行 

担当課長  小原 由香 

４ 議題 

(１) 会議の公開・非公開の決定 

会議の冒頭、協議事項１を非公開とする旨決定 

(２) 議題 

議案第１号 期末手当及び勤勉手当の加算割合を 100 分の 20 とする職員として、教育

職給料表(1)及び教育職給料表(2)の職務の級４級の職員のうち別に定める

職員について承認することについて （公 開） 

協議事項１ 平成 26年度岩手県任期付職員採用試験の実施について    （非公開） 

報告事項１ 関係労働団体等からの要請書について   （公 開） 

５ 審議の状況（結果） 

(１) 公開とした会議 

〔議案第１号〕 

期末手当及び勤勉手当の加算割合を 100分の 20とする職員として、教育職給料表(1)

及び教育職給料表(2)の職務の級４級の職員のうち別に定める職員について承認するこ

とについて、決定した。 

〔報告事項１〕 

関係労働団体等からの要請書について、報告があった。 

(２) 非公開とした会議 

〔協議事項１〕 

平成 26年度岩手県任期付職員採用試験の実施について、協議した。 

  ６ 傍聴人 なし 

岩手県人事委員会議についての問い合わせ 

岩手県盛岡市内丸10番１号 岩手県人事委員会事務局職員課 

電話  019-629-6236 

ＦＡＸ 019-629-6239 

メール DD0002＠pref.iwate.jp 

資料はこちら



議案第１号 

期末手当及び勤勉手当の加算割合を 100 分の 20 とする職員として、教

育職給料表 (1)及び教育職給料表 (2)の職務の級４級の職員のうち別に

定める職員について承認することについて 

 

  平成 26 年５月８日提出  岩手県人事委員会  委員長   熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

「期末手当及び勤勉手当に関する規則の運用等について」の通知（昭和

39 年１月 31 日付け 39 岩人委業第 21 号）第 11 項第２号の規定に基づき、

教育委員会から申請のあった教育職給料表 (1)及び教育職給料表 (2)の職

務の級４級の職員のうち、任命権者が人事委員会の承認を得て定める職員

について、申請のとおり承認しようとするものである。 

第２ 内容 

教育職給料表(1)の職務の級４級の職員である教育次長を兼ねる首席指

導主事を、期末手当及び勤勉手当の加算割合 100 分の 20 を適用する職員

として承認しようとするものであること。 

 

 



期末手当及び勤勉手当に関する規則
別表第１（第５条の３関係）

給料表 職員 加算割合

職務の級４級の職員
100分の15（人事委員会が別に定める職員にあっ
ては、100分の20）

職務の級３級及び特２級の職員 100分の10

職務の級２級の職員
（人事委員会が定める職員に限る。）

100分の5（職務の級２級に属する職員のうち人事委
員会が別に定める職員にあっては、100分の10）

「期末手当及び勤勉手当に関する規則の運用等について」の通知第11項第２号

教育職給料表(1)
教育職給料表(2)

11　規則別表第１の加算割合欄の「人事委員会が別に定める職員」は、それぞれ次に掲げる職員とする。

　(2)　教育職給料表(1)の職務の級４級及び教育職給料表(2)の職務の級４級の職員のうち、任命権者が
　　人事委員会の承認を得て定める職員



岩手県人事委員会指令職第１号  

 
 
 

岩 手 県 教 育 委 員 会  

 

 

 

 平成 26 年４月 28 日付け教職第 120 号で申請のあった「期末手当及び勤勉手当に関する

規則の運用等について」の通知第 11項第２号に規定する人事委員会の承認を得て定める職

員については、申請のとおり承認します。 

 

 

 

 

  平成 26 年５月８日 

 

 

 

                    岩手県人事委員会 

                      委員長 熊 谷 隆 司 
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